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（提案理由）  

  災害時における議会対応指針の策定及び議員政策研究会の設置等

に伴い、条例の一部を改正する必要があるので提案する。  



長岡京市議会基本条例等の一部を改正する条例 

（長岡京市議会基本条例の一部改正） 

第１条 長岡京市議会基本条例（平成２４年長岡京市条例第１号）の一部を次の

ように改正します。 

改正後 改正前 

目次 

前文 

第１章～第４章 【略】 

第５章 議会の運営（第１０条―第１

６条） 

第６章 議会の活動基盤（第１７条―

第 

２３条） 

 第７章 災害対応（第２４条） 

 第８章 補則（第２５条・第２６条） 

 附則 

市議会は、市民の直接選挙により選ば

れた代表である議員の合議体であり、首

長と共に地方政治の制度として日本国憲

法に定められた二元代表制の一翼を担う

存在です。われわれ長岡京市議会には、

市民の負託に応えるとともに、その機能

を存分に発揮し、時代に応える議会のあ

り方を、常に模索する責務があります。 

目次 

前文 

第１章～第４章 【略】 

第５章 議会の運営（第１０条―第１

５条） 

第６章 議会の活動基盤（第１６条―

第 

２２条） 

 【加える】 

 第７章 補則（第２３条・第２４条） 

 附則 

市議会は、市民の直接選挙により選ば

れた代表である議員の合議体であり、首

長と共に地方政治の制度として日本国憲

法に定められた二元代表制の一翼を担う

存在です。われわれ長岡京市議会には、

市民の付託に応えるとともに、その機能

を存分に発揮し、時代に応える議会のあ

り方を、常に模索する責務があります。 

このため本市議会は、執行機関の監視

及び評価機能の充実はもとより、開かれ

た議論の場として自由かっ達な討議を行

うことにより、市政の課題を的確に把握

し、積極的な政策立案や政策提言を行っ

ていかなければなりません。 

このため本市議会は、執行機関の監視

及び評価機能の充実はもとより、開かれ

た議論の場として自由かっ達な討議を行

うことにより、市政の課題を的確に把握

し、積極的な政策立案や政策提言を行っ

ていかなければなりません。 

したがって、このような認識のもと、

市民とともに歩むより開かれた議会を構

築していくことを決意し、ここに議会が

果たすべき役割と責務の重さを深く自覚

し、市民の負託と信頼に全力で応えてい

したがって、このような認識のもと、

市民とともに歩むより開かれた議会を構

築していくことを決意し、ここに議会が

果たすべき役割と責務の重さを深く自覚

し、市民の付託と信頼に全力で応えてい



改正後 改正前 

くことを誓い、この条例を制定します。 くことを誓い、この条例を制定します。 

（議員政策研究会） 

第１２条 議会は、市政の課題等に対し

調査研究を行うため、議員政策研究会

を設置できることとします。 

 

【加える】 

第１３条～第２３条 【略 条の繰下げ】 第１２条～第２２条 【略】 

第７章 災害対応 

（災害発生時における議会の活動） 

第２４条 議会は、災害から市民の生命、

身体及び財産を守り、市民生活の平穏

を確保するため、総合的かつ機動的な

活動が図られるよう、市長等と協力し、

対応するものとします。 

２ 議会は、大規模災害等における具体

的な対応指針を定め、議会及び議員は、

その指針に基づき対応するものとしま

す。 

【加える】 

第８章 補則 第７章 補則 

第２５条・第２６条 【略 条の繰下げ】 第２３条・第２４条 【略】 

（長岡京市議会基本条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 長岡京市議会基本条例の一部を改正する条例（平成２５年長岡京市条例

第１号） 

の一部を次のように改正します。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正

する法律（平成２４年法律第７２号）附

則第１条ただし書に規定する日（平成２

５年３月１日）から施行します。 

この条例は、地方自治法の一部を改正

する法律（平成２４年法律第７２号）附

則第１条ただし書に規定する日（平成２

５年３月１日）から施行する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行します。 

 


